
第３章 施策の展開 
基本方針（上位計画に基づく基本的姿勢）を踏まえ、４つの課題への取組、国が求める基本事項に基づいて５つの基本施策を 

定め、それらの推進のために次のとおり取組施策に沿った具体的な取組を実施します。 

  これら施策の推進にあたっては、５つの基本施策がそれぞれ独立したものではなく、空家等対策を効果的に推進する上で相互 

に関連し、それぞれを補完するものであることを踏まえたうえで、総合的な対策の推進を目指すものとします。 

 

 

 
空家等の増加による問題が全国的に表面化しつつあることを受け、平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する特

別措置法」（空家法）が完全施行され、本市においても、平成３０年３月に「平塚市空家等対策計画」を策定し、空家

等対策に取り組んできました。計画期間が令和４年度で満了することとあわせ、これまで取組んできた対策や空家等を

取巻く現状、高齢化の進展に伴う課題等を踏まえ平塚市空家等対策計画を改定します。 

また、築４０年を超える高経年マンションが全国的に急増する見込みから、令和２年６月に「マンションの管理の適

正化の推進に関する法律」が改正されたことに伴い、本市においてもマンション管理の適正化をより一層推進するため、

平塚市空家等対策計画をマンション管理適正化推進計画としても併せて位置づけることとしました。 

第４章 計画の推進と評価 

■推進体制                 

（１）平塚市空家等対策協議会（各分野からの意見聴取、連携や調整） 

（２）庁内連携体制（情報共有と連携による対応） 

（３）協働による連携体制（地域をはじめとする各主体間の連携・交流によるプラットフォームの構築） 

■計画の評価                

具体的取組による評価を行うほか、各種調査等による成果測定により計画推進の評価を行います。 

第１章 総論 

■計画の目的                

○本市の基本的な考え方を明確にし、管理不全空家等への対応や空家 

等を増やさないようにするための施策を体系化します。 

○空家等問題への早期の対策が必要であるという認識に基づき、本市 

が取組むべき対策についての基本的な考え方を示したものです。 

 〇マンション管理の適正化をより一層推進するため、マンション管理 

適正化推進計画としても併せて位置づけることとしました。 

■計画をとりまく背景            

 高齢化の進展 ⇒ 退去後、空家化する可能性の増大 

 住宅ストックの過剰供給 ⇒ 住宅総数に対する住宅ストックが過剰 

 コンパクトシティ・プラス・ネットワーク ⇒ 立地適正化の必要性 

 法の施行等による環境整備 ⇒ 空家等適正化の環境整備 

■計画の位置づけ              

○空家法第６条に基づく「空家等に関する対策についての計画」です。 

○平塚市総合計画（平塚市総合計画～ひらつかＮｅxＴ～改訂基本計画） 

及び平塚市都市マスタープラン（第２次）を上位計画として位置づけ、 

関連する個別計画等と必要な調整を図ります。 

 〇計画期間は令和５年度から令和９年度までの５か年です。 

 

第２章 本市の空家等を取巻く現状と課題 

■人口等の推移               

 ○人口は、平成２２年(2010 年)１１月をピークとして減少傾向、今後、少子化・高齢化の進展などによる自然減によって 

人口減少がさらに進みます。 

■空家等の実態            

 ○県営水道の閉栓情報等に基づく調査による本市全体の戸建て住宅における空家率（戸建て住宅全体に占める空家等の割合） 

は３．６６％です。 

■高齢者の住宅等を取り巻く環境           

○空家率を高齢化率とともにみると一定の相関関係⇒高齢化の進展に伴って、今後も空家等は増加していく傾向です。 

○ひとり暮らし高齢者数も増加傾向にあり、賃貸等を含め高齢者が安心して暮らせる住宅の確保が求められています。 

■空家等を取巻く課題等    

  

【空家等の概念イメージ】 

第２章 本市の空家等を取巻く現状と課題 

お問合せは… 
■平塚市まちづくり政策部 まちづくり政策課 まちづくり政策担当                 

住 所： 254-8686 平塚市浅間町 9-1 

電 話： 0463-23-1111（内線２５７０） 
F A X： 0463-21-9769 
E-Mail： machi-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp 
ホームページ：http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/ 

 

【施策体系】 

空家等の発生抑制 （課題１）社会的要因による空家等の増加 

（課題２）管理不全空家等の地域への悪影響 空家等の適正管理 

（課題３）空家等の利活用が不十分 利活用の促進 

４つの課題 

○人口減少・高齢化や住宅ストックの増加 

○住環境の悪化・地域の不安 

○所有者の活用意向・利活用環境の未成熟 

〇マンションの高経年化の進行 

 

（課題４）高経年マンションの管理不全 

 

適正化の推進 

※取組施策は裏面「本市の施策等のイメ

ージ」参照 
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資料３－５（参考資料）



建築後 60年超
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空家等を取巻く

4つの課題と取組み

　所有者等（居住者）

【基本施策Ⅰ】

情報の共有と管理

【基本施策Ⅱ】

空家等の発生抑制

【基本施策Ⅲ】

空家等の適正管理

【基本施策Ⅳ】

空家等の利活用の促進

住宅支援・

福祉等関連団体

不動産関連事業者等

関

連

団

体

等

地域住民

地域関連団体

（自治会等）

建築後 50年以上経過所有者　約40歳（住宅新築の平均年齢）

住宅の使用状況

住宅の老朽度と影響

（危険性）

空家等の管理や活用の検討

情報連携（適正管理・利活用）空家等の早期発見と市への情報提供等（発生抑

空家等の管理や地域の活性化で連携（適正管理）

土地の再流通の促進

◇ 居住・使用していない

新 築 ～ 老朽化 ⇒空家等へ １０年以上が経過～１年後～

◇ 居住・使用している

多少の傷み（軽度）

⇒ほとんど影響なし 老朽化の進展（中度）

⇒草木の越境、景観の悪化、地域での不安感等 著しい老朽化（重度）

⇒飛散や倒壊、火災の可能性等

将来的な建物管理や

耐震化優良住宅ストック化を検討
居住・使用していないが適正に管理（管理空家等）

賃貸や新たな所有者等が居住・使用（利活用） ⇒（新たな土地利用）

●所有者等の不安や思い

・将来的な空家の管理・相続手続

・固定資産税等・住まいへの思い入れ 等

見守りや相談体制、市への情報提供

【取組施策１】周知啓発の推進 → 適時適切に必要な情報提供による周知啓発

【取組施策２】情報共有の充実 → 相談体制の構築と行政内部・地域との情報連携

【取組施策３】情報の適正な管理 → データベースの構築と適正な管理

【取組施策１】地域との連携による空家等の発生抑制 → 協働のもと双方向での情報提供

【取組施策１】適正管理指導の強化 → 連携や重点指導、代執行等による管理不全空家の解消

【取組施策２】空家等の早期発見と対応の充実 → 管理不全空家等になる前の情報提供や注意喚起

【取組施策３】関連団体との連携強化 → 空家等の把握や指導等で連携体制を構築

【取組施策２】地域の安心安全の充実 → 地域の不安の除去

【取組施策１】利活用環境の充実 → 流通促進のための空家バンクなどを検討

【取組施策２】利活用連携体制の促進 → 関係団体との連携によるリノベーション、地域資源の活用促進

売却や解体による再流通

空家等の再流通促進（空家バンク等の活用）

適切な管理

⇒周辺に影響なし

リニューアルや耐震改修等を適切に実施

【課題２】管理不全空家等の地域への悪影響 ⇒ 空家等の適正管理【課題１】社会的要因による空家等の増加 ⇒ 空家等の発生抑制

５年以上が経過～

賃貸や売却

２０年超～

建築後 40年経過

所有者約80歳（男性平均寿命80.98歳 女性平均寿命87.14歳）

空家等の情報提供

地域での見守りと連携

ひとり暮らし高齢者世帯への対応

（平素からのコミュニケーション等）

参考：住宅市場動向調査（国交省）

我が国の人口動態（厚労省）

住まいと人の歩み

経年による劣化

建物の

老朽化

⇒解体・

除却へ

●地域の不安や思い

・地域のイメージ

・防犯、防災 ・住民の減少

・安心安全 等

相続・転居等

【取組施策１】管理の適正化や啓発等 → マンションの管理状況の把握、管理計画の認定制度の周知啓発等（空家等になる前から実施）

【課題３】空家等の活用が不十分 ⇒ 空家等の利活用の促進

【課題４】高経年マンションの管理不全 ⇒ マンション管理の適正化の推進
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